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議案第５８号関係資料 

 

防災行政無線施設（簡易型戸別受信機）の取得について 

 

１ 事業の概要 

  市では、住民に対し防災行政無線の戸別受信機を貸与し、演習場利用計画、防災・

災害情報、市からのお知らせ等の周知を図っていますが、現在貸与している受信機の

多くは平成２６年度から順次設置してきたものであり、耐用年数を超過し故障等が

多数発生していることから、速やかに更新を図るため、３５０台の簡易型戸別受信機

を導入するものです。 

  今年度は、令和１１年度完了予定の既存戸別受信機の更新期間６年間のうち、２年目

に当たるものです。 

 

２ 令和７年度事業の概要 

(1) 事業名：防災行政無線（簡易型戸別受信機）設置事業 

(2) 事業費：２１，１２０，０００円（防衛８条補助金７５％） 

(3) 納 期：令和８年３月１３日 

(4) 内 容：防災行政無線施設（固定系）、いわゆる同報無線について、更新用及び 

新規設置者用の戸別受信機３５０台を購入する。 
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簡易型戸別受信機の概要 

 

１ 総合性能 

 (1) 構   造 ： 据置き型又は壁掛型 

 (2) サ  イ  ズ ： １６０×１０６×４２ｍｍ 

 (3) 重   量 ： 約３７０ｇ（ＡＣアダプター、乾電池含まず） 

 (4) 電   源 ： 商用電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％、ＡＣプラグ 

                       電池電源 公称ＤＣ５．２Ｖ 

 (5) 消 費 電 力 ： ５Ｗ以下（ＡＣアダプタ） 

 (6) 使 用 電 池 ： 単１アルカリ乾電池２本 

 (7) 電 池 動 作 ： 放送５分、待受け５５分にて１２０時間以上 

 (8) 乾 電 池 ： 電池電圧低下を検出した場合、本体前面の電源ランプが 

   ア ラ ー ム      緑色から赤色に変わること。 

 (9) 内   部 ： 最大出力０．５Ｗ  

   ス ピ ー カ ー   乾電池動作時：最大出力０．１Ｗ 

  

２ 無線系条件 

(1) 受 信 周 波 数 ： ５５．２６１２５ＭＨｚ、６１．２２３７５ＭＨｚ 

             ５９．４０１２５ＭＨｚ、５６．９３３７５ＭＨｚ 

             ５９．４６８７５ＭＨｚ 内１波 

(2) 変 調 方 式 ： ＱＰＳＫ 

(3) 受 信 感 度 ： ＢＥＲ１×１０－２（スタティック）にて－２ｄＢμＶ以下 

 (4) ス プ リ ア ス ： ５３ｄＢ以上 

   レ ス ポ ン ス 

 (5) 隣接チャンネル ： ４２ｄＢ以上 

   選 択 度 
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議案第５９号関係資料 

 

令和５年度第７５号新御殿場市立図書館等建築工事請負契約の変更概要 

 

１ 変更の理由 

  令和６年１月１７日に締結した本工事において、地業及び鉄骨工事並びに直接仮設

工事について、設計内容及び施工方法の見直しの必要が生じたため、契約の変更を 

するものです。 

なお、本変更は、施設の安全性の確保及び現場環境の改善を目的とし、公共性・ 

合理性の観点からも必要不可欠なものであり、設計変更の妥当性及び整合性について、

適正な範囲内であることを確認済みです。 

 

２ 変更の内容 

(1) 地業工事 一式 

地盤改良材及び施工費の増加 

(2) 鉄骨工事 一式 

屋根鉄骨に使用する鉄骨材及び施工費の増加 

(3) 直接仮設工事 一式 

内部足場の変更に伴う足場材及び施工費の増加 

 

３ 工期  

変更前 契約締結の翌日から令和７年１０月３１日 

変更後 契約締結の翌日から令和８年 １月３０日 

 

４ 契約金額  

変更前 ２,２２４,２００,０００円 

変更後 ２,３５７,１９０,０００円 

（増額   １３２,９９０,０００円） 
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議案第５９号関係資 
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報告第１６号関係資料 

 

御殿場市営住宅家賃等の請求に関する訴えの提起について 

 

１ 通常訴訟の概要 

市営住宅の家賃及び駐車場代の滞納者について、分割納付誓約をしたにもかかわらず

不履行となった者に対し、差押え等の強制執行ができるよう債務名義を取得するため、

令和７年５月３０日に民事訴訟法第３８３条第１項の規定に基づく支払督促の申立て

を行いました。 

支払督促の申立ては訴えの提起には当たりませんが、督促異議の申立てがあった 

場合は、民事訴訟法第３９５条の規定により、訴えの提起があったものとみなされます。

本件は、主債務者及び日常家事の連帯債務者から令和７年８月１日付けで督促異議の

申立てがあったため、それぞれ訴えの提起があったものとみなされ、通常訴訟に移行

したものです。 

 

２ 相手方 

氏  名 【略】 

氏  名 【略】 

入居住宅 【略】 

入 居 日 平成８年５月１日 

滞納金額 ２，５４２，９００円 

内訳 家  賃 ２，３４７，９００円 

（平成１７年６月から令和６年８月までの期間のうち７３か月分） 

駐車場代  ，１９５，０００円 

（平成１８年７月から令和６年８月までの期間のうち６５か月分） 

 

３ 訴訟の効果 

(1) 判決の内容を履行しない場合は、給与債権及び預金口座の差押さえ等の強制執行 

の申立てが可能となります。  

(2) 原告、被告の双方が出頭した場合は、裁判官から和解をするよう勧められる場合 

があり、相手方との話合いの場を持つことができます。 
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４ 参考法令 

 (1) 民事訴訟法第３８３条第１項 

（支払督促の申立て） 

第３８３条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易 

裁判所の裁判所書記官に対してする。 

 

 (2) 民事訴訟法第３９５条 

（督促異議の申立てによる訴訟への移行） 

第３９５条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求に  

ついては、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した

裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴え

の提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟 

費用の一部とする。 

 

 


